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[研究] 

今年度から科研費を得て開始した研究課題「『証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度』と証拠法」に関連して、司法協力

者に対して科刑上・行刑上の恩典を与え、証人保護のための措置をとるイタリアの制度の内容及び運用について調査・検討を行い、そ

の成果を論文にまとめ、その一部について公表した。また、日本において、従来、刑事手続・制裁上の利益・不利益と情報や供述の提

供の「取引」が行われてきた事例を洗い出す作業を開始した。 

並行して、前年度に引き続き、令状主義および強制処分法定主義という犯罪捜査に関する重要規範の関係性を解明することを念

頭に置きつつ、その意義・趣旨を再検討する研究、そして、「訴因の特定」の問題をめぐる従来の議論を「公訴対象論」という独自の観

点から整理・検討するとともに、関連規定に関する解釈論を再構成する研究に取り組んだ。いずれも、成果の公表まであと一歩という

ところまできている。 

また、共著の『刑事訴訟法』について、最新の判例・学説を盛り込む改訂作業を進め、平成２９年度中には第２版が公刊される予定

である。 

[教育] 

法学部においては、前年度に引き続き、「刑事訴訟法」および「演習」の授業を担当し、刑事手続に関する基本的知識を講義・演習

の両形式で教えた。「刑事訴訟法」の講義は、自著教科書を基礎とした自前の教材をもとに行ったが、その内容については、学生対象

の授業アンケートでも高い評価を得ている。また、「演習」では重要論点・判例の検討を行った。また、今年度は２年生対象の「法政基

礎セミナー」を担当し、刑事訴訟法上の論点を起点に法律学の勉強の仕方を指導した。 

法学研究科においては、「刑事訴訟法」および「同特殊講義１」を担当し、大学院学生とともに刑事手続に関する様々なテーマ・文

献を採り上げて議論した。 

高等司法研究科においては、法学未修者を対象とする「刑事訴訟法基礎」および３年次生を対象とする「刑事法総合演習」を担当

した。いずれも、授業は、自前の教材・資料に基づき、双方向・多方向方式により行った。また、２年生・３年生を対象とした「法律文書

練成講座」の刑事訴訟法を担当した。 

[管理運営］

全学においては、教育課程委員会委員として、教務関係の様々な事項の審議・決定等に加わった。 

部局内では、法学研究科教務委員会委員長、運営委員会委員、計画室員として、法学研究科の教務事項、法学部・法学研究科の

管理・運営等に関する事項の審議・決定等に加わった。 

また、法学会運営委員として、法学会の運営に関する事項の審議・決定等に加わったほか、ワークショップ等の企画の実施を担当

した。 

[社会貢献］ 

大阪地方裁判所において開催されている研究会に参加し、意見等を述べた。 
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